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全石狩地域闘争委員会は４月１８日１３時３０分

から札幌市内第１合同庁舎７階で労働基準行政へ

の要請行動を実施しました。要請行動には札幌中央

労働基準監督署及び札幌東労働基準監督署から各

署長を含む６名が参加し、本闘争委員会からは太田

会長以下１１名が参加しました。太田会長は昨今の

雇用情勢改善報道に対して職場には解決すべき課

題が増えていると指摘し当労働相談センターの事

例を交えて挨拶しました。吉田事務局長は要請９項

目の趣旨説明で政府の働き方改革案には慎重を期

して検討すべき事項が多々あるとしました。札幌中

央労働基準監督署後藤署長はどのような環境下で

あっても労働条件維持向上と安全確保は重点取り

組みであり、制度周知を含め地域でしっかりとした

連携・協力関係を以てすすめたいとしました。意見

交換では基礎自治体との連係強化や民間への監督

業務一部委託は不適切では等の意見が出ました。

１．長時間労働について 

２．労働者の健康対策 

３．就業規則 

（１）就業規則作成と従業員への周知義務指導

（２）就業規則変更届出に係る就業規則の公正確保

（３）従業員代表選出手続きへの事業主の関与排除

（４）就業規則の自由閲覧を確保

４．有給休暇 

（１）有給休暇の周知

（２）有給休暇取得妨害撤廃

５．雇用契約・更新 

（１）雇用契約時の不法行為強要

（２）合理性のない不更新条項の撤廃

（３）労働契約法違反の有期雇用契約への是正指導

６. 賃金不払への対応について 

７．規制緩和に伴う働き方と労働基準確保 

（１）テレワーク

（２）外国人労働者の権利確保

８．定年者再雇用時の労働条件不利益変更について

９.人員配置等の体制強化について 

労働者の悲痛な声を 

要求項目にして提出 ！


